
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護が必要な方のお手伝いをしたい！ 

自分の趣味や得意なことを役立てた活動をしたい！ 

定年退職したけど、まだまだ社会参加したい！  

ボランティア活動をしたいけど、きっかけがない！ 

健康のために体を動かしたい！ 

など… そんな方は、ぜひ事業に参加してください。 

みなさんの社会参加や生きがいづくりを応援します。 
 

 介護ボランティアポイント事業とは 

町指定の介護保険施設や介護予防教室、要介護支援認定を受けている方

のご自宅でボランティア活動をすると、その活動に応じてポイントがつきます。

一年間分のポイントは翌年度にポイントに応じた町商品券に交換することが

できます。（最大５ ,０００円分） 
 

 

対  象  者  原則、町内在住の小学生以上の方  

※満 20 歳未満の方は保護者の同意が必要です。  

 

活動場所  ①介護施設、②介護予防教室、③要介護支援認定者のご自宅  

 

活動内容  ①介護施設  利用者の話し相手、レクリエーション等の手伝い、配膳等の補助、

施設の清掃・草刈の補助、演芸等の披露・指導、囲碁・将棋の

相手など（※施設によって異なります。）  

②介護予防教室  介護予防教室の運営の手伝い  

③要介護支援認定者のご自宅  ゴミ出し・買い物のお手伝い、通院の送迎など 

 

 

 

事業に関する問い合わせ・申込み先 

山北町保険健康課 
〒258-0195 山北町山北 1301 番地 4(役場 1 階) 

☎ 75-3642 FAX 79-2171 
 

平成 27年 10月からはじまります!! 

山北町介護ボランティアポイント事業に 
参加してみなさんの力を地域に活かしませんか？ 



 

★ボランティアポイント事業 イメージ図★ 

 

 

                                   ※町内介護保険施設 

                                   ○バーデンライフ中川 

                                                   ○バーデンライフ山北 

                                                                                       ○グループホームやまきた 

                                                                                       ○すずらん・アミーゴ 

                                            ○あずみ苑 山北 

                                            ○リッチライトやまきた 

 

 

 

 

                   ① 参加登録をします。                  

                    登録申請書に記入し、町保険健康課に提出してください。 

                   ② 手帳を受け取ります。                 

                    町から手帳と受入施設一覧表を受け取ってください。 

                   ③ ボランティア活動をします。              

                    受入施設一覧表から希望の施設を選び、ご自分で日程調整をし

て施設でボランティア活動をします。 

                   ④ 手帳にスタンプをもらいます。             

                    活動したら、受入施設や町に手帳を提示し、スタンプを押して

もらいます。 

                    ※１時間以上の活動で１スタンプ、２時間以上で２スタンプ（４

スタンプが一日の上限） 

                   ⑤ ポイントの交換手続きをします。【翌年度】        

                    交換申請書に記入し、手帳と共に町へ提出してください。 

                   ⑥ 活動に応じた商品と交換します。【翌年度】        

                    ⑤の手続き後、ポイントに応じた町商品券と交換されます。 

ポイント交換表 

活動実績 

（スタンプ数） 
ポイント 

交換できる 

町商品券 

１０～１９ １,０００ １,０００円分 

２０～２９ ２,０００ ２,０００円分 

３０～３９ ３,０００ ３,０００円分 

４０～４９ ４,０００ ４,０００円分 

５０以上 ５,０００ ５,０００円分 

※ポイントの交換は１,０００ポイントからとし、年間の上限は５,０００ポイントです。 

町民（参加者） 
 
■ボランティア活動を行い、 

ポイントを蓄積 

    
町内介護保険施設 

介護予防教室 

要介護支援認定者宅 
 
■日程など調整 
■スタンプの押印 

    

山北町保険健康課 
 

■ボランティアの登録手続き 

■手帳の交付 

■町商品券と交換 
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